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第４回 世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会 

日時：令和５年２月１４日（火）午後６時３０分～ 

会場：教育会館 ぎんが 

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 会議録の確認 

 

 

３ 事務局から 

   世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討について 

 

 

４ 部活動地域移行のあり方検討（目指すべき地域移行の方向性） 

（１）「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について（手

引き）」について                         資料１ 

（２）理念やキャッチフレーズについて                資料２ 

 

 

５ 地域移行に伴う諸課題について              資料３－１～３ 

                                 参考資料 

 

６ その他 

（１）次回以降の日程について 

（２）その他 

 

 

７ 閉 会 

 

 

 

 

※次回以降開催予定 

第５回 日時：令和５年３月３０日（木）午後６時３０分～（予定） 

会場：教育会館 ぎんが 
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■配付資料 

【資料１】「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について

（手引き）」 

【資料２】理念やキャッチフレーズの参考イメージ 

【資料３－１】地域移行に伴う諸課題について 主な項目 

【資料３－２】地域移行に伴う諸課題について 参考資料 

【資料３－３】第３回検討委員会における委員からの意見等（抜粋） 

【参考資料】区立中学校部活動地域移行に係る令和５年度トライアル事業等の取組み 

      について（令和５年２月６日文教常任委員会資料） 

       

■基礎資料（机上ファイル） 

・参考資料１ 運動部活動の地域移行の関する検討会議 提言（スポーツ庁） 

・参考資料２ 文化部活動の地域移行の関する検討会議 提言（文化庁） 

・参考資料３ 「未来のブカツ」ビジョン（経済産業省） 

・参考資料４ 世田谷区立中学校における部活動の方針 

・参考資料５ 部活動支援員の手引き 

・参考資料６ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的な 

ガイドライン 

















































理念やキャッチフレーズについて【参考】

第３回検討委員会におけるご発言を一部抜粋いたしました。

■生徒ファースト、子どもたちファースト、子どもたちセンターの考えで地域移行について
検討をする。

■新しい部活動になるという期待感。

■子どもたちが部活動を居心地のいい場だと感じる、そこの場にまた行きたいと思える場を
すごくつくりたい。

■心理的安全性をもって、活動に参加することができる。

■指導者が替わっても、一貫した指導を受けることができる環境の用意。

■子どもたちそれぞれ求める環境が違うため、本人が選べるよりよい環境の整備。

■子どもたちの活動場所が確保されていること。

（裏面に続く）

資料２



理念やキャッチフレーズについて【参考】

■地域移行によって、移動時間で活動時間が減ってしまうのは困る。子どもたちが望むよう
な形での活動時間が確保されていること。

■「先生にやってもらったほうがよかった」という意見がでてしまう可能性がある。
地域移行をしても、指導者の質が保証されていること。

■子どもたちにとって、やりたいことができる、いつもできる、それが安心につながる。



１ 指導者
（１）指導者の質の確保

（２）指導におけるハラスメント等の対策

（３）指導者の量の確保

（４）教員等の兼職兼業

２ 会費・経費の負担
　 

３ 保険の加入

４ 学校との連携等

（裏面につづく）

　　地域移行に伴う諸課題について～主な項目～ 資料３－１



５ 大会運営
（１）大会等への参加の引率

（２）大会への参加

（３）大会への従事

６ 安全、責任の所在

７ 多様な部活動の考え方
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  地域移行に伴う諸課題について（参考資料）   

 

「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイド

ライン」（令和４年１２月スポーツ庁・文化庁）から抜粋し、区の対応として考

えられるものをまとめたものである。 

 

１ 指導者 

 

（１）指導者の質の確保 

【地域スポーツクラブ活動】 

ア 区は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境を整備するため、各地域

において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。また、スポーツ

団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質向上の取組

を進める。 

イ 指導者は、スポーツに精通したスポーツドクターや有資格のトレーナー等

と緊密に連携するなど、生徒を安全・健康管理等の面で支える。 

【地域文化クラブ活動】 

ア 区は、生徒にとってふさわしい文化芸術等に親しむ環境を整備するため、

各地域において、専門性や資質・能力を有する指導者を確保する。また、文

化芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成や資質向上

の取組を進める。 

イ 文化芸術団体等は、指導者の質を保障するための研修等実施の際、これま

での文化部活動の意義や役割について、地域単位の活動においても継承・発

展させ、新しい価値が創出されるよう、学校教育関係者等と必要な連携をし

つつ、発達段階やニーズに応じた多様な活動ができるように留意する。さら

には、文化芸術活動で留意する必要がある著作権について研修等を行い、地

域における文化芸術活動の中で指導者の理解を深める。 

 【適切な指導の実施】 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、参加者の心身の健康管理、事故

防止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。都道府県及び市区町村は、

適宜、指導助言を行う。 

イ 指導者は、生徒との十分なコミュニケーションを図りつつ、適切な休養、

過度の練習の防止や合理的かつ効率的・効果的な練習の積極的な導入等を行

う。また、専門的知見を有する保健体育担当の教師や養護教諭等の協力を得

て、発達の個人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知

資料３－２ 
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識を修得する。 

ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導手引を活用して、指導を行

う。 

 

（２）指導におけるハラスメント等の対策 

スポーツ団体等は、指導者に暴力等の問題となる行動が見られた場合への

対応について、自ら設ける相談窓口のほか、JSPO 等の統括団体が設ける相

談窓口を活用し、公平・公正に対処する。都道府県や市区町村などスポーツ

団体とは別の第三者が相談を受け付け、各競技団体等と連携しながら対応す

る仕組みも必要に応じて検討する。 

特に、練習が過度な負担とならないようにするとともに、生徒の安全の確

保や暴言・暴力、行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為も根絶する。また、

指導者に当該行為が見られた場合への公平・公正な対処について、自ら設け

る相談窓口の設置及びその周知や、都道府県や市区町村など文化芸術団体と

は別の第三者が相談を受け付け、各団体等と連携しながら対応する仕組みの

検討等を進める。 

 

（３）指導者の量の確保 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、スポーツ・文化芸術団体の指導

者のほか、部活動指導員となっている人材の活用、退職教師、教師等の兼職

兼業、企業関係者、公認スポーツ指導者、スポーツ推進委員、競技・活動経

験のある大学生・高校生や保護者、地域おこし協力隊など、様々な関係者か

ら指導者を確保する。 

イ 都は、域内におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導者

の発掘・把握に努め、求めに応じて指導者を紹介する人材バンクを整備する

など、地域クラブ活動の運営団体・実施主体による指導者の配置を支援する。

区が人材バンクを整備する場合は、都との連携にも留意する。 

ウ 区及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒が優れた指導者から

指導を受けられるよう、必要に応じ ICT を活用した遠隔指導ができる体制

を整える。 

 

区では、確実な指導者の確保のため、部活動支援員の報償費の増額に努める

ことが考えられる。また、支援員制度の広報を充実するとともに、運動部活動

に限らず、文化系部活動の指導者を募り、指導者の対応する種目の充実を図る。 

さらに、大学生による支援員登録者の充実を図るため、区内大学及び区外関

連大学に定期的に働きかけを行い、また、最新の募集状況を公開し、恒常的な
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募集を行っていく。 

 

（４）教員等の兼職兼業 

ア 教育委員会は、国が示す手引き等も参考としつつ、地域クラブ活動での指

導を希望する教師等が、円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、規程や運用

の改善を行う。 

イ 教育委員会等が兼職兼業の許可をする際には、教師等の本人の意思を尊重

し、指導を望んでいないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十

分に確認するとともに、勤務校等における業務への影響の有無、教師等の健

康への配慮など、学校運営に支障がないことの校長の事前確認等も含め、検

討して許可する。 

ウ 地域のスポーツ・文化芸術団体等は、教師等を指導者として雇用等する際

には、居住地や、異動や退職等があっても当該教師等が当該団体等において

指導を継続する意向の有無等を踏まえて、継続的・安定的に指導者を確保で

きるよう留意する。その他、兼職兼業に係る労働時間等の確認等を行うに当

たっては、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」も参照

し、教師等の服務監督を行う教育委員会等及び地域のスポーツ・文化芸術団

体等は連携して、それぞれにおいて勤務時間等の全体管理を行うなど、双方

が雇用者等の適切な労務管理に努める。 

 

  なお、令和５年１月３０日付 文部科学省及びスポーツ庁、文化庁発出の

「公立学校の教師等が地域クラブ活動に従事する場合の兼職兼業について

（手引き）」を参照し、対応を図るものとする。 

 

２ 会費・経費の負担 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、生徒や保護者、地域住民等の理

解を得つつ、活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な会費を設

定する。 

イ 区は、地域クラブ活動に係る施設使用料を低廉な額としたり、送迎面の配

慮を行ったりするなどの支援を行うとともに、経済的に困窮する家庭の生徒

の地域クラブ活動への参加費用の支援等の取組を進める。 

ウ 区は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、地元の企業等の協力を得

て、企業等が有する施設の利用や設備・用具・楽器の寄附等の支援を受けら

れる体制の整備や、家庭の参加費用の負担軽減に資する取組等を推進する。

その際、企業からの寄附等を活用した基金の創設等も考えられる。 
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なお、区は、地域クラブ活動の運営団体・実施主体に対し、「スポーツ団体 

ガバナンスコード＜一般スポーツ団体向け＞」に準拠し、公正かつ適切な会計

処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適

切に行うよう、仕組みを作り、指導を行っていく必要がある。 

 

３ 保険の加入 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、指導者や参加する生徒等に対し

て、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入するよう促す。 

イ 各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分野の関係団体

等は、分野・競技特性やこれまでの活動状況・怪我や事故の発生状況等を踏

まえ適切な補償内容・保険料である保険を選定し、地域クラブ活動の運営団

体・実施主体が各競技団体又は生徒のスポーツ・文化芸術活動に関わる各分

野の関係団体等に加盟するに当たって、指導者や参加者等に対して指定する

保険加入を義務付けるなど、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられる

ようにする。 

 

４ 学校との連携等 

 

ア 地域クラブ活動は、青少年のスポーツ・文化芸術活動が有する教育的意

義のみならず、集団の中で仲間と切磋琢磨することや、学校の授業とは違

った場所で生徒が活躍することなど、生徒の望ましい成長を保障していく

観点から、教育的意義を持ちうるものである。 

学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させ、地域での多様な体験や 

様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい価値が創出される 

よう、学校・家庭・地域の相互の連携・協働の下、スポーツ・文化芸術活動 

による教育的機能を一層高めていくことが大切である。 

イ 地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者

が異なるため、協議会等の場を活用し、地域クラブ活動と学校部活動との

間で、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、関

係者が日々の生徒の活動状況に関する情報共有等を綿密に行い、学校を含

めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障する。その際、兼職兼業により

指導に携わる教師の知見も活用する。 

ウ 区は、地域クラブ活動が適正に行われるよう、地域クラブ活動の運営団

体・実施主体の取組状況を適宜把握し、必要な指導助言を行う。 
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エ 学校の設置者及び校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活

動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分

にふさわしい活動を選べるようにする。 

 

５ 大会運営 

 

新たな地域クラブ活動を実施するに当たっては、活動の成果発表の場である

大会やコンクール等において、学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活

動の参加者のニーズ等に応じて、持続可能な運営がされることが必要である。 

中学校等の生徒を対象とする大会等の主催者へは、大会参加資格を学校単位

に限定することなく、地域の実情に応じ、地域クラブ活動や複数校合同チーム

の会員等も参加できるよう、見直しが求められている。 

 

（参考） 

既に日本中体連においては、令和５年度から地域のスポーツ団体等の活動に

参加する中学生の全国中学校体育大会への参加を承認することを決定してい

るところ、その参加資格の拡大を着実に実施する。あわせて、都道府県中学校

体育連盟（以下「都道府県中体連」という。）及びその域内の中学校体育連盟

（以下「域内の中体連」という。）等が主催する大会においても同様の見直し

が図られるよう、日本中体連は都道府県中体連に対し、都道府県中体連は域内

の中体連に対し、それぞれ必要な協力や支援を行う。 

 

区は、大会等に対する支援の在り方を見直し、地域クラブ活動等も参加でき 

る大会等に対して、補助金や後援名義、学校や公共の体育・スポーツ施設、文

化施設の貸与等の支援を行う必要がある。 

 

（１）大会等への参加の引率 

【学校部活動】 

ア 大会等の主催者は、学校部活動における大会等の引率は原則として部活 

動指導員が単独で担うことや、外部指導者や地域のボランティア等の協力を

得るなどして、生徒の安全確保等に留意しつつ、できるだけ教師が引率しな

い体制を整える旨を、大会等の規定として整備し、運用する。 

イ 区において、部活動指導員や外部指導者による引率が可能となるよう見直

す。 
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【地域クラブ活動】 

地域クラブ活動における大会等の引率は、実施主体の指導者等が行うことと

し、大会等の主催者はその旨を大会等の規定として整備し、運用する。 

 

（２）大会への参加 

校長や地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、都道府県中体連及びその域 

内の中体連並びに学校の設置者が定める生徒の安全や、適性を踏まえた目安等

を踏まえ、生徒の教育上の意義や、生徒や指導者の負担が過度とならないこと

を考慮して、参加する大会等を精査する。 

 

（３）大会への従事 

ア 教育委員会や校長は、大会運営に従事する教師等の服務上の扱いの明確 

化や兼職兼業の許可について、適切な服務監督を行う。地域クラブ活動の運

営団体・実施主体は、当該団体等の規定等に基づき、必要に応じて大会運営

に従事する指導者の兼職兼業等の適切な勤務管理を行う。 

イ 教育委員会や校長は、スポーツ・文化芸術団体の役員等として日頃から当 

該団体等の活動に従事している教師等を含め、教師等が実費弁済の範囲を 

超えて報酬を得て大会運営に従事することを希望する場合は、兼職兼業の 

許可を含めた適切な勤務管理を行う。この際、学校における業務への影響の 

有無、教師等の健康への配慮から、学校での職務負担や大会運営に従事する 

日数等を確認した上で、兼職兼業等の許可の判断を行う。 

 

６ 安全、責任の所在 

 

ア 区は、部活動時に事故が起きた時の、責任の分岐点を整理し、可能な限り、 

明確に整理する。 

イ 区は、合同部活等の移動において、どのような移動手段が可能となるか、 

特に自転車の利用が可能かどうか、議論を行う。また、移動に都内発生する  

交通費等の経費について、考え方を明らかにする。 

 

７ 多様な部活動の考え方 

 

ア 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、競技・大会志向で特定の種目や 

分野に継続的に専念する活動だけではなく、休日や長期休暇中などに開催 

される体験教室や体験型キャンプのような活動、レクリエーション的な活動、

シーズン制のような複数の種目や分野を経験できる活動、障害の有無にかか
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わらず、誰もが一緒に参加できる活動、アーバンスポーツや、メディア芸術、

ユニバーサルスポーツやアート活動など、複数の活動を同時に体験すること

を含め、生徒の志向や体力等の状況に適したスポーツ・文化芸術に親しむ機

会を、指導体制に応じて段階的に確保する。 

イ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域の実情に応じ、生徒の自主 

的・自発的な活動を尊重しつつ、総合型地域スポーツクラブなど他の世代向 

けに設置されている活動に生徒が一緒に参画できるようにする。 

ウ 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、地域で実施されているスポー 

ツ・文化芸術活動の内容等を生徒や保護者に対して周知する。 

 

 区は、地域クラブ活動として、多様な内容を用意、周知するとともに、「生徒

の居場所」としての観点から、さまざまな場所での活動や、いわゆる「ゆる部活」

など、自由な形態での活動を意識して検討を行っていくのが望ましい。 

 



 

1 

 

第３回検討委員会における委員からの意見等（抜粋） 

 

〇（提案）地域クラブ活動へ移行する際になぜ行うのか。柱となるのは何か。 

「キャッチフレーズ」を挙げてみてはどうか。 

【例示】 

・部活動の地域クラブ活動への移行を通じて、子どもたちのよりよい環境づくりを 

めざします。 

・誰もが安心できるような環境をより整備します。 

・もっともっと選択肢を増やします。 

 

 

〇国のガイドライン 

・部活動を地域に移行するという考え方から、部活動を地域クラブ活動に移行すると

いう考え方を国として示した。 

 

・部活動という言葉には、様々な思い、歴史と伝統という考え方がある。それをその

まま地域に移行するという考え方から、新たな価値をつくるために、部活動を地域ク

ラブ活動に移行するというコンセプトで移行を進めていく考え方が示されたものと

思われる。 

 

・11月時点での国の指針案としては、2025年度末に地域移行の達成目標を示していた

が、そこは見直し、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すという、いわ

ば急いでやりなさいというところが、できるところは早くやりなさいと、でも、無理

してまで早くはやらなくてもいいと変わってきている。世田谷区教育委員会としての

考えないしは進め方が変わっていく部分はあるのか。 

（・教育委員会では少し緩やかにいろんなことをしっかり検討しながら進めていくと

いう考え方が必要だという認識はある。ただ、やはり検討委員会のほうでもしっかり

議論をしていった上で、部活動の数も世田谷区は非常に多く、検討することにも時間

がとてもかかるので、今のところでは同じような考え方で進めていく。ただ、来年度

とか再来年度とかで具体的に何をやっていくのかというところでは、急ぎ過ぎないで

というところはあると考えている。） 

 

 

〇地域資源を活用した地域クラブ活動等のパターン 

・生徒からすると、月から金は部活、土日は地域クラブ活動という形で認識をして、

全く別のものだと考えていくのか。そうすると、月から金まではサッカー部に入って

いて、土日はバスケの地域クラブに入ることもできる。そうなってくると、いろんな

齟齬とか連携の難しさ、大会に出るとかという難しさがある。既存のものとの位置関

資料３－３ 
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係を生徒に説明するときにどうすればいいのだろうか。 

 

・大事なのは、これしかないというよりは、選択肢を用意できるかどうかということ

だと思う。これは地域によっても差が出てくるのは致し方ない。地域資源も均等に配

置されているわけではなくて、それが密にあるところの子はすごくありがたいことに

選択肢がいっぱいある。 

 

 

〇地域移行に伴う諸課題 

・新しいところへ入っていくということへの不安と期待と、もしかしたら特に不安が

大きいのかなと思う。新しいことをやるということは期待もあるけれども、大半の子

たちはどうなるのかなという不安もあると思うので、どういうふうに中学生を説得で

きるかなというところを考えたときに、世田谷区にとっての部活動、あるいは地域ク

ラブは一体何なのか、あるいは地域に移行するって、そもそも何なのか、スポーツ庁、

文化庁がそうやったから私たちは従っているのだったら、それはただの言いなりみた

いな形になってしまうと思う。私たちは何を言葉として、メッセージとして発せられ

るか。 

 

・子どもたちが居心地いいと感じる、そこの場にまた行きたいと思えるというような

場をつくりたいと思う。 

 

・心理的な安全性を守れる居場所、自分がここにいていい、世田谷における部活、世

田谷における地域クラブは、子どもにとっての居場所だということ。まず一つ、安全

で参加していい、役割と出番があるじゃないけれども、それはいろんな、不登校の子

もいるかもしれないし、心理的にちょっとまいっている子もいるかもしれないし、伸

びたい子もいるし、夢を実現したい子もいる。そういうふうな居場所があること。そ

して、もう一つは、本人が選べるよりよい環境だということだと思う。そのような環

境が整備されるべき。居場所とよりよい環境、そして本人が選べる、そんなようなと

ころが能力の差とか、モチベーションの差とかがある中で、そういう場を、何とかパ

ターンを使いながら用意していきましょうという、それが今回の地域移行かなと思っ

ていて、それが子どもへのある種の説明になるし、保護者への説明にもなる。 

 

・中学生から何で地域移行するのですか、今のままの部活動で私たちは満足している、

何でそれを壊してまで地域移行するのですかと、素朴な疑問を我々に投げかけられた

ときに何と答えたらいいか。いや、これはスポーツ庁が出しているから大人の都合で

変えるというのでは、多分推進力を持って動かないと思うので、子どもファースト、

生徒ファーストで、もっともっと活動をよくするためにこれを大人としてやらなくて

はいけないということがこの委員会として発信できれば、もっともっとすばらしくな
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ってくると感じている。移行する中で問題となってくるのは、今ある部活動よりも選

択肢がむしろ狭まることや、よく指摘されているのは、ハラスメントの問題、指導者

の質の問題ということが難しくなってくる。 

 

・幾つか非常に重要な論点が出たので、今後の課題になるかと思うが、指導者の確保

と質の問題という問題と、財源、報酬、費用、ここら辺を誰がどういうふうに工面し

ていくのかというところも大きな課題になる。 

 

・子どもたちにとっては、やりたいことがずっとやれるという、そのことのほうが安

心につながると思う。いつもできるとか、部活に入る子どもが少なくなったら部活が

成立しなくなって廃部になってしまうということもあるわけだから、そういうことを

なくすために地域に移行していこうということなので、マイナスのものがなくなって

いくように考えているのだから大丈夫、いつも自分たちのやりたいことにトライでき

るというようなメッセージが大事なのかなと思う。 
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令和５年２月６日 

教育委員会事務局 

 

区立中学校部活動地域移行に係る令和５年度トライアル事業等の取組みについて 

 

１ 主旨 

  区では、昨年１０月に世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会を設置し、

地域の多様な主体による持続可能性ある活動を構築し、将来にわたり子どもたちがスポ

ーツや文化芸術に親しむことができる環境を整備するための、区立中学校部活動の地域

移行のあり方について検討しているところである。 

検討委員会では、地域移行にあたっては、多様な実施主体の選択肢があること、実施主

体によって様々な課題が生じる可能性があることなどから、トライアル事業の実施及び

検証が必要であるとの議論があった。 

  また、令和４年１２月には、スポーツ庁・文化庁において「学校部活動及び新たな地

域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定され、部活動の地域移

行に向け、新たな地域クラブ活動のあり方や、そのための取組みの進め方について、国

の考え方が示された。 

  これらのことから、区では、今後の検討に向けた具体的な事例や課題の把握等を目的

に、令和５年度の取組みとして、トライアル事業を実施する。 

  トライアル事業の検証を踏まえ、区立中学校との連携を図りつつ課題を抽出するとと

もに、対象となる生徒・保護者の意見も取り入れながら、今後の部活動の地域移行のあ

り方について、様々な側面からさらなる検討を行い、段階的に移行を図っていく。 

 
２ 世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会について 

（１）検討の目的 

中学校部活動は、生徒が自主的・主体的に参加し、スポーツや文化活動等を行うこと

で様々な教育的意義がある。一方で、今後の生徒数減少の加速化や教員の働き方改革の

観点から、地域の多様な主体による持続可能性ある活動を構築し、将来にわたり子ども

たちが、それぞれのレベルに沿って、スポーツや文化芸術に親しむことができる環境を

整備する必要があることから、世田谷区の中学校部活動の地域移行のあり方について、

検討を行っている。 

検討では、各学校での部活動のあり方、複数校での部活動の実施、指導者の質や量の

確保などについて中学校部活動の方向性をまとめる。 

（２）検討日程 

   令和４年１０月～令和５年３月（全５回） 
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検討委員会の進捗状況 

 日程 検討内容 

第 1 回 

 

令和４年 

１０月２６日（水） 

・検討委員会について（検討の進め方） 

・制度理解について（提言の概要） 

・世田谷区の部活動の現状について 

・地域移行のあり方について（他自治体の取組事例、区の

地域資源） 

検討部会 

 

１１月１７日（木） ・中学生による意見交換（８名） 

・高校生・大学生による意見交換（６名） 

（委員長、副委員長、教育長と意見交換を行った。） 

第２回 １２月２０日（火） ・中学生、高校生、大学生委員代表による意見の報告 

・部活動地域移行の検討の方向性について 

・地域資源を活用したトライアル事業について 

第３回 

 

令和５年 

１月１９日（木） 

・部活動地域移行のあり方検討（目指すべき地域移行の方

向性） 

・地域移行に伴う諸課題について 

第４回 

（予定） 

 ２月１４日（火） ・報告書（素案）の検討 

・部活動地域移行の方向性について 

・現状と課題の整理 

第５回 

（予定） 

 ３月３０日（木） ・報告書（案）の検討 

・部活動地域移行の方向性について 

・現状と課題の整理 

・検討のまとめ 

（３）中学生等との意見交換（検討部会）における主な意見等 

  ① 部活動において楽しさや充実感等を感じるとき 

     達成感を得られたとき、仲間・ライバルとの交流、マナーや礼儀の習得、等。 

② 部活動において大変さや課題を感じるとき 

顧問に競技に関する専門知識がない、大会の当日、顧問・外部コーチに相談でき

ない（試合の審判担当等、大会運営に関わらなければならないため）、人間関係（部

内がまとまらない、合同チーム内のまとまり、下級生とのコミュニケーション）、等。 

③ 部活動の地域移行について 

【期待できること】 

 レベルの高い指導を受けられる。 

 違う中学の人との練習は刺激がある。 

    【懸念されること】 

顧問が熱心に教えてくれるので、指導者が他の人になるとしたら残念に思う。 

         顧問の先生ならば、学校行事やテストなどに気を使ってくれる。 

違う中学の人との練習は刺激があるが、意見の違いが出てくるのではないかと

心配に思う。 

移動には負担が伴う（時間、交通費、楽器等用具の運搬等）。 

2
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（４）アンケートの実施 

   中学１年生、２年生、小学６年生及び教員へアンケートを実施し、検討委員会へ報

告する。（実施時期：令和５年２月） 

（５）検討委員会における主な意見等 

   ・世田谷区は総合型地域スポーツ・文化クラブ、財団、地域団体、大学、スポーツ

クラブ等の地域資源が豊富である。 

   ・これらの豊富な資源を活用し、多様な手法を以って、地域移行を進めていくこと

が望ましい。 

（６）令和５年４月以降の検討体制 

   検討委員会の検討日程終了後も、検討組織を構成し、トライアル実施を含め、円滑

な部活動の地域移行について検討を続けていく。 

 

３ 令和５年度の取組み実施について 

国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライ

ン」を踏まえ、区では、学校での部活動において地域の人材を部活動支援員として活かす

など「学校部活動の地域連携」を当面進めながら、今後、地域の実情に合った部活動の充

実に向けて、実施主体に想定される多様な地域資源との協働の可能性について、活動が

継続的に維持できるよう、体制や運営等の検証を行っていく。 

（１）取組みの考え方 

学校部活動の地域連携の強化を図るため、現行の部活動支援員よりもさらに幅広く

活動できる部活動指導員への移行の可能性について検討し、役割の充実を目指す。ま

た、学校の管理下において、学校と連携し、次に挙げる団体等との協働のもと、全体で

４部活動程度を対象にトライアル事業を実施し、様々な実施主体による指導や運営に

おける課題等の把握・整理を行う。 

① 学校部活動の地域連携の強化 

区ではこれまでマッチング事業や大学等への働きかけを通じて、部活動支援員の配

置を行ってきた。活動の幅をさらに広げるため、学校との連携のもと、現行制度を評

価し、大会引率等役割の拡充に向けた部活動支援員の部活動指導員（注）への移行の

可能性の検討を行う。 

・1 部活動 

・中学校、部活動支援員双方から検証に協力を得られる既存の部活動 

（注）部活動指導員：学校職員として、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活

動（中学校の教育課程として行われるものを除く。）に係る技術的な指導に従事する者。（平

成 29年 4月 1日施行） 

②トライアル事業の実施内容 

    実施は、原則として、休日及び平日の部活動とする。 

ア 総合型地域スポーツ・文化クラブにおける部活動の実施 

中学校を拠点に活動するクラブにおいて、当該中学校の生徒を対象に運動部活動

の指導を行う。保護者への連絡や指導計画作成等の調整業務について、教育委員会

がサポートする。 
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    ・１部活動（運動部活動）、部員３０人程度 

    ・活動場所は、原則として学校の施設を想定 

イ 世田谷区スポーツ振興財団における部活動の実施 

（公財）世田谷区スポーツ振興財団において、実施する中学校との協議を踏まえ、

複数の中学校の生徒を対象に合同部活動も視野に入れつつ運動部活動の指導を行

う。保護者への連絡や指導計画作成等の調整業務について、教育委員会がサポート

する。 

・陸上部、庭球部等から２部活動、部員各３０人程度 

・活動場所は、原則として学校の施設とし、その他総合運動場等を利用すること

を想定。 

ウ せたがや文化財団における部活動の実施 

（公財）せたがや文化財団において、演劇部のない複数の中学校の生徒を対象に 

合同部活動（演劇部活動）を実施する。演劇発表会も行う。保護者への連絡や指導

計画作成等の調整業務について、教育委員会がサポートする。 

・1 部活動（演劇部活動）、部員３０人程度 

・活動場所は、原則として学校の施設とし、その他区民施設等で実施することを

想定。 

・演劇部のない複数の中学校から募集し希望者が参加 

（２）保険について 

   トライアル事業については、活動中の事故等に備え、区の負担で、損害保険に加入

する。 

（３）概算経費 

  【継続】 

   ・①報償費増額分 監督   7,814,000 円増（時間単価 1,200 円→1,500 円） 

             その他 15,080,000 円増（時間単価 1,000 円→1,300 円） 

  【新規】 

   ・活動経費  

合計     5,000,000 円（②ア～ウ） 

    内訳 ②ア  1,000,000 円（委託料一式（講師謝礼、人件費、雑費等）） 

       ②イ  2,000,000 円（委託料一式（講師謝礼、雑費等）） 

       ②ウ  2,000,000 円（委託料一式。内訳は次のとおり） 

発表会準備 1,000,000 円：講師謝礼、ＰＲ、雑費等 

発表会   1,000,000 円:人件費、雑費等 

・保険経費    152,000 円（指導側傷害・賠償保険） 

（４）民間事業者における部活動の実施検証 

   民間事業者における部活動については、様々な地域資源活用の補完として、今後の

トライアル事業実施を検討する。 

（５）その他 

  ①トライアル事業で実施する部活動については、対象となる生徒の影響を考慮し、ト

ライアル事業期間終了後の部活動の継続についても、併せて検討していく。 
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②中学校部活動の現状把握を行うため、教育委員会管理職が２９校のヒアリングを担

当し、地域移行の実施に向けたサポートを行う。 

 

４ トライアル事業検証を踏まえた取組みについて 

トライアル事業の実施に合わせ、令和５年度においても検討組織を構成し、実施事業

者等と共に、生じる課題、対応策等を検証し、令和６年３月に報告書をまとめ、令和６年

度以降、国、都の情報を注視しつつ、世田谷区にふさわしい部活動地域移行のあり方につ

いて、引き続き検討し、段階的な移行を図る。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和５年４月～令和６年３月 トライアル事業実施 

      ５月        文教常任委員会報告（検討委員会報告等について） 

      ９月        トライアル事業中間検証 

  令和６年３月        トライアル事業検証（報告書） 

  令和６年度以降 トライアル事業検証等を踏まえた部活動地域移行のあ

り方検討及び段階的移行 
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学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する
総合的なガイドライン【概要】

〇 少子化が進む中、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、速やかに部活動改革に取り組
む必要。その際、生徒の自主的で多様な学びの場であった部活動の教育的意義を継承・発展させ、新しい価値が創出されるようにすることが重要。
〇 令和４年夏に取りまとめられた部活動の地域移行に関する検討会議の提言を踏まえ、平成30年に策定した「運動部活動の在り方に関する総合的な
ガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した上で全面的に改定。これにより、学校部活動の適正な運営や
効率的・効果的な活動の在り方とともに、新たな地域クラブ活動を整備するために必要な対応について、国の考え方を提示。
〇 部活動の地域移行に当たっては、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識の下、生徒の望ましい成長を保障できるよう、
地域の持続可能で多様な環境を一体的に整備。地域の実情に応じ生徒のスポーツ・文化芸術活動の最適化を図り、体験格差を解消することが重要。

令和４年12月

（主な内容）
・教師の部活動への関与について、法令等に基づき業務改善や勤務管理
・部活動指導員や外部指導者を確保
・心身の健康管理・事故防止の徹底、体罰・ハラスメントの根絶の徹底
・週当たり２日以上の休養日の設定（平日１日、週末１日）
・部活動に強制的に加入させることがないようにする
・地方公共団体等は、スポーツ・文化芸術団体との連携や保護者等の協力
の下、学校と地域が協働・融合した形での環境整備を進める

教育課程外の活動である学校部活動について、実施する場合の適正な運
営等の在り方を、従来のガイドラインの内容を踏まえつつ示す。

Ⅰ 学校部活動

（主な内容）
・地域クラブ活動の運営団体・実施主体の整備充実
・地域スポーツ・文化振興担当部署や学校担当部署、関係団体、学校等の
関係者を集めた協議会などの体制の整備

・指導者資格等による質の高い指導者の確保と、都道府県等による人材バ
ンクの整備、意欲ある教師等の円滑な兼職兼業
・競技志向の活動だけでなく、複数の運動種目・文化芸術分野など、生徒
の志向等に適したプログラムの確保

・休日のみ活動をする場合も、原則として１日の休養日を設定
・公共施設を地域クラブ活動で使用する際の負担軽減・円滑な利用促進
・困窮家庭への支援

学校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携・協働により
生徒の活動の場として整備すべき新たな地域クラブ活動の在り方を示す。

Ⅱ 新たな地域クラブ活動

新たなスポーツ・文化芸術環境の整備に当たり、多くの関係者が連携・
協働して段階的・計画的に取り組むため、その進め方等について示す。

Ⅲ 学校部活動の地域連携や
地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

（主な内容）
・まずは休日における地域の環境の整備を着実に推進
・平日の環境整備はできるところから取り組み、休日の取組の進捗状況等
を検証し、更なる改革を推進

・①市区町村が運営団体となる体制や、②地域の多様な運営団体が取り組む
体制など、段階的な体制の整備を進める
※地域クラブ活動が困難な場合、合同部活動の導入や、部活動指導員等
により機会を確保

・令和５年度から令和７年度までの３年間を改革推進期間として地域連携・
地域移行に取り組みつつ、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を
目指す

・都道府県及び市区町村は、方針・取組内容・スケジュール等を周知

（主な内容）
・大会参加資格を、地域クラブ活動の会員等も参加できるよう見直し

※日本中体連は令和５年度から大会への参加を承認、その着実な実施
・できるだけ教師が引率しない体制の整備、運営に係る適正な人員確保
・全国大会の在り方の見直し（開催回数の精選、複数の活動を経験したい
生徒等のニーズに対応した機会を設ける等）

学校部活動の参加者だけでなく、地域クラブ活動の参加者のニーズ等に
応じた大会等の運営の在り方を示す。

Ⅳ 大会等の在り方の見直し

※Ⅰは中学生を主な対象とし、高校生も原則適用。Ⅱ～Ⅳは公立中学校の生徒を主な対象とし、高校や私学は実情に応じて取り組むことが望ましい。
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地域の実情に応じ、
当面は併存

休日の地域クラブ活動
【位置付け】学校と連携して行う地域クラブ活動

（法律上は社会教育、スポーツ・文化芸術）

■地域の多様な主体が実施。学校は、活動方針、活動
状況や生徒に関する情報の共有等を通じて連携。

■少子化の中、持続可能
な体制にする必要
（学校や地域によっては
存続が厳しい）

■地域の実情に応じた
段階的な体制整備

学校部活動
【位置付け】学校教育の一環（教育課程外）

学校部活動の地域連携
■合同部活動の導入や部活動指導員等の
適切な配置により生徒の活動機会を確保

指導者 当該校の教師
参加者 当該校の生徒
場所 当該校の施設
費用 用具、交通費等の実費
補償 災害共済給付

指導者 部活動指導員等、関係校の教師
（※ｱｽﾘｰﾄ・ｱｰﾃｨｽﾄ等の人材を含む）

参加者 関係校の生徒
場所 拠点校の施設
費用 用具、交通費等の実費
補償 災害共済給付

運営団体・
実施主体

①地方公共団体（※複数地方公共団体の連携を含む）
②多様な組織・団体（総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｽﾎﾟｰﾂ少年
団、体育・ｽﾎﾟｰﾂ協会、競技団体、ﾌﾟﾛﾁｰﾑ、民間事業者、大
学、文化芸術団体、地域学校協働本部、同窓会等）

指導者 地域の指導者（一部教師の兼職兼業）
参加者 地域の生徒（※他の世代が一緒に参画する場合を含む）

場所 学校施設、社会教育施設、公共のスポーツ・文化施設、
地域団体・民間事業者等が有する施設

費用 可能な限り低廉な会費＋用具、交通費等の実費
補償 各種保険等

学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ）

活 動 体 制

運営団体・実施主体例

スポーツ協会

大学

総合型地域
スポーツクラブ

プロチーム

競技団体

民間
事業者

地域での
多様な活動

市

区

町

村

（
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
振
興
担
当
部
署
、
教
育
委
員
会
、
福
祉
部
局
等
）

連
絡
調
整
・
指
導
助
言
等

中

学

校

協
議
会

文化芸術
団体

・活動方針、活動状
況や生徒に関する情
報の共有
・管理責任の明確化

等

スポーツ
少年団

連携連携

※市区町村が自ら運営団体となることもある。
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休日の地域クラブ活動

学校部活動の地域連携

市区町村

スポーツ・
文化芸術団体 大学 民間

事業者
地域学校
協働本部

地域クラブ活動

指導者

※直ちに①②のような体制を整備
することが困難な場合

総合型
地域スポーツ
クラブ

民間
事業者等

指導指導

地域クラブ活動
参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校
参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

（単体の）部活動 合同部活動

部活動指導員 部活動指導員
指導 指導

地域の人材 地域の人材

連携

○○中学校

○○中学校

□□中学校

△△中学校
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4

休日の部活動の地域移行に係る手順の流れ（イメージ例）

運営団体の
確保

指導者の確保

マッチング

生徒・保護者・
住民への周知

実施

協議会の設置

ニーズ・課題把握

情報発信

協議会の設置 方針の提示 情報発信
都道府県

市区町村

学校：教師の兼職
兼業の希望の把握

学校：学校施設の
開放

都道府県：
人材バンクの設置

活動場所の確保

活動内容の決定

9



5

関係者の巻き込み・
合意形成 運営団体の確保 指導者の確保 その他環境整備 実施

都道府県

【スポーツ・文化振興担当部署】
・協議会を設置
・方針の提示
・手引きやＨＰの作成、説明会
の実施等を通じて情報を発信

【スポーツ・文化振興担当部署】
・都道府県単位のスポーツ・文
化芸術団体との連携

【スポーツ・文化振興担当部署】
・指導者の発掘・把握
・人材バンクの設置

【教育委員会】
・兼職兼業の規定・運用の改善

【協議会】
・施設利用の効率的
運用等を検討し、利
用ルール等を策定

【スポーツ・文化振興
担当部署】
・活動を広く周知

市区町村

【スポーツ・文化振興担当部署】
・教育委員会等とも連携し、協
議会を設置

【協議会】
・関係者へのヒアリング等を実施
・ニーズ・課題を把握

【スポーツ・文化主管課】
・手引きやHPの作成、説明会の
実施等を通じて情報を発信

【スポーツ・文化振興担当部署・
協議会】
・地域スポーツ・文化活動を担う
運営団体を確保

【協議会】
・運営団体との連携体制を構築

【協議会】
・人材バンクの活用
・地元の民間企業・大学等との
連携
・地域人材の掘り起こし

【協議会】
・運営団体・実施主体とのマッチ
ングを実施

【協議会】
・学校施設や社会教
育施設等の活動場
所を確保
・施設利用の効率的
運用等を検討し、利
用ルール等を策定

【協議会】
・地域クラブ活動にお
ける活動内容を決定

【スポーツ・文化振興
担当部署】
・活動を周知し、実施

スポーツ・
文化芸術
団体、
民間事業
者等

・上記協議会への参画
・上記ヒアリングの対応 ・上記取組への協力・参画

・人材バンクへの人材登録
・研修等を通じた指導者の質・
量の確保

【運営団体】
・地域クラブ活動にお
ける具体的な活動内
容を決定

【運営団体】
・活動を周知し、実施

学校
・上記協議会への参画
・教師のニーズ把握
・生徒・保護者のニーズ把握

・教師の兼職兼業の希望の把
握

・利用ルールに基づく
学校施設の開放

・活動方針、活動状
況や生徒に関する情
報の共有
・地域クラブ活動につ
いて周知

休日の部活動の地域移行に係る要素（例） 10


